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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　代表執行役社長 グループＣＥＯ　奥田健太郎及び執行役 財務統括責任者（ＣＦＯ）　森内博之は、当社の財務報告に

係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。

　財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際には、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制

－統合的な枠組み(2013）」で確立された規準（以下「ＣＯＳＯ規準」）に基づいております。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があり

ます。

 

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　当社は2026年３月31日を基準日として、ＣＯＳＯ規準に基づき、1934年証券取引所法規則 13a－15(f）及び15d－15

(f）で定義される当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。

 

　当社は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）評価を行った上で、重要な

連結子会社および連結財務諸表上の重要な勘定科目を特定し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを特定

しております。

 

　財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び当社グループの重要な連結子会社において財務報告の信頼性に及ぼす

影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しております。

評価対象範囲に含めるべき当社グループの重要な連結子会社の決定にあたっては、以下の定量基準を設けています。

　・連結財務諸表の収益ないし総資産の上位80％に含まれる、または

　・全体に占める収益ないし総資産の割合が単独で5％を超える

さらに、以下の定性基準を設け、最終的な評価対象範囲を決定しています。

　・業務特性を考慮し、財務諸表に重要な虚偽表示が生じるリスクが存在し、かつ他の連結子会社によりカバー出来ない

業務プロセスを有する連結子会社

　・重要なシェアード・サービス・センター (野村グループのコーポレート機能の一部を集約した事業センター)

　・財務報告に係る不正の発生可能性が高いと考えられる連結子会社

上記の基準をもとに、当社及び21の連結子会社を重要な連結子会社とし、財務報告に係る内部統制の評価範囲と決定しま

した。

　また、評価対象範囲における事業目的に大きくかかわる勘定科目については、連結財務諸表における金額的重要性に加

え、勘定科目の特性、会計処理の複雑性及び財務報告に重要な影響を及ぼす虚偽表示リスク等を勘案し、主にトレーディ

ング資産・負債、売戻条件付買入・買戻条件付有価証券、委託・投信募集手数料、トレーディング損益、金融収益・費用

等を選定しております。

 

　当社は、基準日における当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価対象から、2025年12月１日に取得した

Macquarie Management Holdings, Inc.、Macquarie Investment Management Holdings (Luxembourg) S.à r.l.及び

Macquarie Investment Management Holdings (Austria) GmbHの財務報告に係る内部統制の評価を除外しました。これら

の会社は、買収初年度に限り評価対象から除外することが認められている米国証券取引委員会のガイダンスに基づいてお

ります。2026年３月31日時点の当社の連結財務諸表に占める割合は、総資産の約0.2％、2026年３月31日に終了した連結

会計年度の収益合計（金融費用控除後）の約1.7％であります。

 

 

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価手続を実施した結果、2026年３月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの結論を下し

ました。

 

 

４【付記事項】

　当社が採用しております米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準と、わ

が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準との主要な相違点は次のとおりで

あります。

　・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は連結財務諸表を前提としています。わが国

の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は、連結財務諸表を含む財務諸表及び財務諸表の信

頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等と規定されています。
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　・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲には親会社及びその連結子会社等が含ま

れます。わが国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲は、親会社、その連結対象とな

る子会社等及び持分法適用となる関連会社と規定されています。

 

 

５【特記事項】

　該当事項はありません。
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